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一般社団法人日本抗加齢医学会専門分科会規則 

 
第一章 総則 

第1条 日本抗加齢医学会(以下「本学会」)は、抗加齢医学に基づく専門的分野の研究を図

り、診断や指導のガイドラインの整備、各専門領域の問題の共有化、各専門分野を

横断的につなぐ臨床ならびに基礎研究の実施などを検討するため本学会に専門分科

会（以下「分科会」）を設け、本学会の発展と国民の福祉に貢献することを目指す。 
 
第2条 前条の目的を達成するために連携・渉外委員会は、分科会を管掌・指導することと

する。 
 
第3条 分科会は抗加齢医学の各専門分野の専門領域ごとに１分科会を置くこととする。 

2. 分科会はその組織運営について別に定める各分科会会則により行う。分科会の会則

を定める場合およびこれを変更する場合、その他重要な事項は、理事会の承認を得なけ

ればならない。 
 

第二章  分科会資格基準 
第4条 本学会の分科会は次の次項を整備し、分科会を組織する。 

2. 抗加齢医学の発展に寄与する診療分野、複数の領域にまたがる複合的な研究分野お

よび社会的要請の強い分野などを含む、代表的な専門的分野であること。 
3. 分科会は、明確な会員名簿を有すること。 
４. 分科会役員の構成は、本学会正会員であり、2 名以上が本学会理事もしくは評議員

とする。 
5. 分科会会員の構成は、本学会正会員・学生会員とする。 

 
 
第三章 分科会の目的と事業 

第 5 条 分科会は、本学会の事業目的達成のため研究の科学的検証、その知識・技術向上

を図ることを目的とし、目的を達成するために事業を行うこととする。 
2. 本学会総会会期中に分科会を代表する者による、専門分野･領域の研究、成果の発表

を行う。 
3. 分科会が学術集会および講演会を行う場合は、連携・渉外委員会にその概要を開催

の 3 ケ月前までに報告をし、理事会の承認を得ることとする。 
  4．分科会は、アンチエイジングドックなどアンチエイジング医療の実践において、老

化度判定のための基準値の検討や、指導のガイドラインの策定などを行う。 
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第四章 分科会の申請と認定について 
第6条 分科会の認定を希望する団体は、連携・渉外委員会に規則、役員、3 年間の事 

  業計画、収支予算、その他重要事項の関係書類を理事会の 6 か月前までに提出する。 
2. 連携・渉外委員会は、理事会に分科会認定申請について報告するとともに、当該申

請専門分野の専門家の意見を拝聴するなど、必要な情報を収集し、加入申請の行わ

れた年の翌年の 3 月末日までにその可否を申請団体に報告する。 
 

第7条 連携・渉外委員会での認定が行われたあと、理事会にて承認し、正式な認定とす 
る。 

 
第五章 学会の分科会の資格喪失について 

第8条 連携・渉外委員会は、分科会が学会規則およびこの基準に規定する条件を満たさな 
くなった場合には、資格審査会に諮問の上理事会の議を経て、当該分科会に勧告で

きるものとする。 
2.   連携・渉外委員会は、勧告を行った日から 1 年を経て、当該分科会の条件整備が 

整わなかった場合には、連携・渉外委員会にて諮問し、理事会の議を経て、当該分

科会の資格を取り消すことができる。 
 

第六章  本制度の運営 
第 9 条 連携･渉外委員会の委員長は、委員会を管掌し本制度の円滑な運営を図る。 

  本制度の運営に関する決定事項は、学会ホームページ、学会誌等によって会員 
  に告知する。 

 
    第七章 規則の改廃 

第 10 条 本規則の改廃は、連携･渉外委員会の議を経て理事会の承認を受け、評議員会に報

告するものとする。 

    

 補則  本規則は、2007年 11 月 5 日より運営する。 


